
物品発注課 契　約　課

② （受領） ①

見積依頼通知書 見積依頼通知書

③ ④ （受領）

見積書作成 見積書

⑤
見積り合わせ

（受領）
⑦

発注伝票
（落札業者のみ発注連絡） ⑥

発注業者決定

⑧ ⑨ （受領）

⑪ （１通返却） ⑩

⑫
物　　品

⑬
納　　品

物品検査・受領

⑭ ⑮ ⑯

請求書 検収

⑱
代金受領

⑰
会計課へ

※契約金額が３０万円以上５０万
円以下の契約の場合は「請書」の
提出が必要となります。また、契
約金額が５０万円を超える場合は
「契約書」の提出が必要となりま
す。様式は市ホームページでダウ
ンロードできます。

※請求があった日から３０日以内
に支払い。

請求書
支出命令

契約書

＜物品契約（随意契約の見積り）事務のながれ＞

請書（1通）
契約書（2通）
作成

業　　者

（発注日の翌日から６日以内に提出）

備　　考

請書
契約書

契約


	見積

